
  

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 

（
換
気
） 

第
五
条 
事
業
者
は
、
酸
素
欠
乏
危
険
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
は

、
当
該
作
業
を
行
う
場
所
の
空
気
中
の
酸
素
の
濃
度
を
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
（
第
二
種
酸
素
欠
乏
危
険
作
業
に
係
る
場
所
に
あ
つ
て
は
、
空
気
中
の
酸

素
の
濃
度
を
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、
か
つ
、
硫
化
水
素
の
濃
度
を
百
万
分

の
十
以
下
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
保
つ
よ
う
に
換
気
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
爆
発
、
酸
化
等
を
防
止
す
る
た
め
換
気
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
又
は
作
業
の
性
質
上
換
気
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場
合
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

事
業
者
は
、
酸
素
欠
乏
危
険
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と

き
は
、
当
該
請
負
人
が
当
該
作
業
に
従
事
す
る
間
（
労
働
者
が
当
該
作
業
に

従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
当
該
作
業
を
行
う
場
所
の
空
気
中
の
酸
素
の

濃
度
を
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
に
保
つ
よ
う
に
換
気
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て

配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。 

３ 

事
業
者
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
換
気
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
純
酸
素

を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

 

（
換
気
） 

第
五
条 

事
業
者
は
、
酸
素
欠
乏
危
険
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
は

、
当
該
作
業
を
行
う
場
所
の
空
気
中
の
酸
素
の
濃
度
を
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
（
第
二
種
酸
素
欠
乏
危
険
作
業
に
係
る
場
所
に
あ
つ
て
は
、
空
気
中
の
酸

素
の
濃
度
を
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、
か
つ
、
硫
化
水
素
の
濃
度
を
百
万
分

の
十
以
下
）
に
保
つ
よ
う
に
換
気
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
爆
発

、
酸
化
等
を
防
止
す
る
た
め
換
気
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
又
は
作
業
の

性
質
上
換
気
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（
新
設
） 

     

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
換
気
す
る
と
き
は
、
純
酸
素
を
使
用
し

て
は
な
ら
な
い
。 

 

 

（
保
護
具
の
使
用
等
） 

第
五
条
の
二 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

事
業
者
は
、
前
条
第
二
項
の
請
負
人
に
対
し
、
同
項
た
だ
し
書
の
場
合
に

お
い
て
は
、
空
気
呼
吸
器
等
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
保
護
具
の
使
用
等
） 

第
五
条
の
二 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

（
新
設
） 

 

（
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
） 

第
六
条 

（
略
） 

 

（
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
） 

第
六
条 

（
略
） 



  

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

事
業
者
は
、
酸
素
欠
乏
危
険
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場

合
で
、
酸
素
欠
乏
症
等
に
か
か
つ
て
転
落
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当

該
請
負
人
に
対
し
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
を
使
用
す
る
必
要
が
あ

る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２
・
３ 

（
略
） 

（
新
設
） 

 

（
人
員
の
点
検
） 

第
八
条 

事
業
者
は
、
酸
素
欠
乏
危
険
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は

、
労
働
者
を
当
該
作
業
を
行
う
場
所
に
入
場
さ
せ
、
及
び
退
場
さ
せ
る
時
に

、
人
員
を
点
検
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

事
業
者
は
、
酸
素
欠
乏
危
険
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と

き
は
、
当
該
請
負
人
が
当
該
作
業
を
行
う
場
所
に
入
場
し
、
及
び
退
場
す
る

時
に
、
人
員
を
点
検
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
人
員
の
点
検
） 

第
八
条 

事
業
者
は
、
酸
素
欠
乏
危
険
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は

、
労
働
者
を
当
該
作
業
を
行
な
う
場
所
に
入
場
さ
せ
、
及
び
退
場
さ
せ
る
時

に
、
人
員
を
点
検
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 

 

（
立
入
禁
止
） 

第
九
条 

事
業
者
は
、
酸
素
欠
乏
危
険
場
所
又
は
こ
れ
に
隣
接
す
る
場
所
で
作

業
を
行
う
と
き
は
、
酸
素
欠
乏
危
険
作
業
に
従
事
す
る
者
以
外
の
者
が
当
該

酸
素
欠
乏
危
険
場
所
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す

い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表

示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
酸
素
欠
乏
危
険
場
所
が
立

入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

酸
素
欠
乏
危
険
作
業
に
従
事
す
る
者
以
外
の
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り

立
入
り
を
禁
止
さ
れ
た
場
所
に
は
、
み
だ
り
に
立
ち
入
つ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

３ 

（
略
） 

 

 

（
立
入
禁
止
） 

第
九
条 

事
業
者
は
、
酸
素
欠
乏
危
険
場
所
又
は
こ
れ
に
隣
接
す
る
場
所
で
作

業
を
行
う
と
き
は
、
酸
素
欠
乏
危
険
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
以
外
の
労
働

者
が
当
該
酸
素
欠
乏
危
険
場
所
に
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の

旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

２ 

酸
素
欠
乏
危
険
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
以
外
の
労
働
者
は
、
前
項
の
規

定
に
よ
り
立
入
り
を
禁
止
さ
れ
た
場
所
に
は
、
み
だ
り
に
立
ち
入
つ
て
は
な

ら
な
い
。 

３ 

（
略
） 

 

 

（
監
視
人
等
） 

第
十
三
条 

（
略
） 

２ 

事
業
者
は
、
酸
素
欠
乏
危
険
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と

き
（
労
働
者
が
当
該
作
業
に
従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
当
該
請
負
人

に
対
し
、
常
時
作
業
の
状
況
を
監
視
し
、
異
常
が
あ
つ
た
と
き
に
直
ち
に
そ

 

（
監
視
人
等
） 

第
十
三
条 
（
略
） 

（
新
設
） 



  

の
旨
を
事
業
者
及
び
そ
の
他
の
関
係
者
に
通
報
す
る
者
を
置
く
等
異
常
を
早

期
に
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
退
避
） 

第
十
四
条 
事
業
者
は
、
酸
素
欠
乏
危
険
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合

で
、
当
該
作
業
を
行
う
場
所
に
お
い
て
酸
素
欠
乏
等
の
お
そ
れ
が
生
じ
た
と

き
は
、
直
ち
に
作
業
を
中
止
し
、
作
業
に
従
事
す
る
者
を
そ
の
場
所
か
ら
退

避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
酸
素
欠
乏
等
の
お
そ
れ
が
な
い
こ

と
を
確
認
す
る
ま
で
の
間
、
そ
の
場
所
に
特
に
指
名
し
た
者
以
外
の
者
が
立

ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁

止
し
た
と
き
は
、
当
該
場
所
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
退
避
） 

第
十
四
条 

事
業
者
は
、
酸
素
欠
乏
危
険
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合

で
、
当
該
作
業
を
行
う
場
所
に
お
い
て
酸
素
欠
乏
等
の
お
そ
れ
が
生
じ
た
と

き
は
、
直
ち
に
作
業
を
中
止
し
、
労
働
者
を
そ
の
場
所
か
ら
退
避
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
酸
素
欠
乏
等
の
お
そ
れ
が
な
い
こ

と
を
確
認
す
る
ま
で
の
間
、
そ
の
場
所
に
特
に
指
名
し
た
者
以
外
の
者
が
立

ち
入
る
こ
と
を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
救
出
時
の
空
気
呼
吸
器
等
の
使
用
） 

第
十
六
条 

事
業
者
は
、
酸
素
欠
乏
症
等
に
か
か
つ
た
作
業
に
従
事
す
る
者
を

酸
素
欠
乏
等
の
場
所
に
お
い
て
救
出
す
る
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と

き
は
、
当
該
救
出
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
空
気
呼
吸
器
等
を
使
用
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

３ 

事
業
者
は
、
第
一
項
の
救
出
作
業
を
、
酸
素
欠
乏
等
の
場
所
に
お
い
て
作

業
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
が
行
う
と
き
は
、
当
該
者
に
対
し

、
空
気
呼
吸
器
等
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 

 

（
救
出
時
の
空
気
呼
吸
器
等
の
使
用
） 

第
十
六
条 

事
業
者
は
、
酸
素
欠
乏
症
等
に
か
か
つ
た
労
働
者
を
酸
素
欠
乏
等

の
場
所
に
お
い
て
救
出
す
る
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該

救
出
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
空
気
呼
吸
器
等
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

（
新
設
） 

 

（
診
察
及
び
処
置
） 

第
十
七
条 

（
略
） 

２ 

事
業
者
は
、
酸
素
欠
乏
症
等
に
か
か
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
お
け
る
作

業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
請
負
人
に

 

（
診
察
及
び
処
置
） 

第
十
七
条 
（
略
） 

（
新
設
） 



  

対
し
、
酸
素
欠
乏
症
等
に
か
か
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
医
師
の
診
察
又
は
処

置
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
消
火
設
備
等
に
係
る
措
置
） 

第
十
九
条 
事
業
者
は
、
地
下
室
、
機
関
室
、
船
倉
そ
の
他
通
風
が
不
十
分
な

場
所
に
備
え
る
消
火
器
又
は
消
火
設
備
で
炭
酸
ガ
ス
を
使
用
す
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

二 

み
だ
り
に
作
動
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇

所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示

以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
み
だ
り
に
作
動
さ
せ
る
こ
と
が

禁
止
さ
れ
て
い
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
。 

 

 

（
消
火
設
備
等
に
係
る
措
置
） 

第
十
九
条 

事
業
者
は
、
地
下
室
、
機
関
室
、
船
倉
そ
の
他
通
風
が
不
十
分
な

場
所
に
備
え
る
消
火
器
又
は
消
火
設
備
で
炭
酸
ガ
ス
を
使
用
す
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

二 

み
だ
り
に
作
動
さ
せ
る
こ
と
を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
見
や
す
い

箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
。 

 

 

（
冷
蔵
室
等
に
係
る
措
置
） 

第
二
十
条 

事
業
者
は
、
冷
蔵
室
、
冷
凍
室
、
む
ろ
そ
の
他
密
閉
し
て
使
用
す

る
施
設
又
は
設
備
の
内
部
に
お
け
る
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
は

、
労
働
者
が
作
業
に
従
事
す
る
間
、
当
該
施
設
又
は
設
備
の
出
入
口
の
扉
又

は
蓋
が
締
ま
ら
な
い
よ
う
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

当
該
施
設
若
し
く
は
設
備
の
出
入
口
の
扉
若
し
く
は
蓋
が
内
部
か
ら
容
易
に

開
く
こ
と
が
で
き
る
構
造
の
も
の
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
施
設
若
し
く
は
設

備
の
内
部
に
通
報
装
置
若
し
く
は
警
報
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

請
負
人
が
作
業
に
従
事
す
る
間
（
労
働
者
が
作
業
に
従
事
す
る
と
き
を
除
く

。
）
、
同
項
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
同
項
た
だ
し
書
の
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

 

（
冷
蔵
室
等
に
係
る
措
置
） 

第
二
十
条 

事
業
者
は
、
冷
蔵
室
、
冷
凍
室
、
む
ろ
そ
の
他
密
閉
し
て
使
用
す

る
施
設
又
は
設
備
の
内
部
に
お
け
る
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
は

、
労
働
者
が
作
業
し
て
い
る
間
、
当
該
施
設
又
は
設
備
の
出
入
口
の
扉
又
は

ふ
た
が
締
ま
ら
な
い
よ
う
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

当
該
施
設
若
し
く
は
設
備
の
出
入
口
の
扉
若
し
く
は
ふ
た
が
内
部
か
ら
容
易

に
開
く
こ
と
が
で
き
る
構
造
の
も
の
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
施
設
若
し
く
は

設
備
の
内
部
に
通
報
装
置
若
し
く
は
警
報
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
新
設
） 

 

（
溶
接
に
係
る
措
置
） 

第
二
十
一
条 

事
業
者
は
、
タ
ン
ク
、
ボ
イ
ラ
ー
又
は
反
応
塔
の
内
部
そ
の
他

通
風
が
不
十
分
な
場
所
に
お
い
て
、
ア
ル
ゴ
ン
、
炭
酸
ガ
ス
又
は
ヘ
リ
ウ
ム

を
使
用
し
て
行
う
溶
接
の
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
各

 

（
溶
接
に
係
る
措
置
） 

第
二
十
一
条 
事
業
者
は
、
タ
ン
ク
、
ボ
イ
ラ
ー
又
は
反
応
塔
の
内
部
そ
の
他

通
風
が
不
十
分
な
場
所
に
お
い
て
、
ア
ル
ゴ
ン
、
炭
酸
ガ
ス
又
は
ヘ
リ
ウ
ム

を
使
用
し
て
行
な
う
溶
接
の
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の



  

号
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

作
業
を
行
う
場
所
の
空
気
中
の
酸
素
の
濃
度
を
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

に
保
つ
よ
う
に
換
気
す
る
こ
と
。 

二 
（
略
） 

２
・
３ 
（
略
） 

４ 

事
業
者
は
、
第
一
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は

、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

請
負
人
が
作
業
に
従
事
す
る
間
（
労
働
者
が
作
業
に
従
事
す
る
と
き
を

除
く
。
）
、
作
業
を
行
う
場
所
の
空
気
中
の
酸
素
の
濃
度
を
十
八
パ
ー
セ

ン
ト
以
上
に
保
つ
よ
う
に
換
気
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
す
る
こ
と
。 

二 

請
負
人
に
対
し
、
空
気
呼
吸
器
等
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知

さ
せ
る
こ
と
。 

 

各
号
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

作
業
を
行
な
う
場
所
の
空
気
中
の
酸
素
の
濃
度
を
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
に
保
つ
よ
う
に
換
気
す
る
こ
と
。 

二 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

（
新
設
） 

 

（
ガ
ス
漏
出
防
止
措
置
） 

第
二
十
二
条 

事
業
者
は
、
ボ
イ
ラ
ー
、
タ
ン
ク
、
反
応
塔
、
船
倉
等
の
内
部

で
令
別
表
第
六
第
十
一
号
の
気
体
（
以
下
「
不
活
性
気
体
」
と
い
う
。
）
を

送
給
す
る
配
管
が
あ
る
と
こ
ろ
に
お
け
る
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と

き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

バ
ル
ブ
若
し
く
は
コ
ッ
ク
を
閉
止
し
、
又
は
閉
止
板
を
施
す
こ
と
。 

二 

前
号
に
よ
り
閉
止
し
た
バ
ル
ブ
若
し
く
は
コ
ッ
ク
又
は
施
し
た
閉
止
板

に
は
施
錠
を
し
、
こ
れ
ら
を
開
放
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
見
や
す
い
箇
所

に
表
示
す
る
こ
と
。 

２ 

事
業
者
は
、
不
活
性
気
体
を
送
給
す
る
配
管
の
バ
ル
ブ
若
し
く
は
コ
ッ
ク

又
は
こ
れ
ら
を
操
作
す
る
た
め
の
ス
イ
ッ
チ
、
押
し
ボ
タ
ン
等
に
つ
い
て
は

、
こ
れ
ら
の
誤
操
作
に
よ
る
不
活
性
気
体
の
漏
出
を
防
止
す
る
た
め
、
配
管

内
の
不
活
性
気
体
の
名
称
及
び
開
閉
の
方
向
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

３ 

事
業
者
は
、
第
一
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は

、
請
負
人
が
作
業
に
従
事
す
る
間
（
労
働
者
が
作
業
に
従
事
す
る
と
き
を
除

く
。
）
、
同
項
各
号
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

（
ガ
ス
漏
出
防
止
措
置
） 

第
二
十
二
条 

事
業
者
は
、
ボ
イ
ラ
ー
、
タ
ン
ク
、
反
応
塔
、
船
倉
等
の
内
部

で
令
別
表
第
六
第
十
一
号
の
気
体
（
以
下
「
不
活
性
気
体
」
と
い
う
。
）
を

送
給
す
る
配
管
が
あ
る
と
こ
ろ
に
お
け
る
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と

き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

バ
ル
ブ
若
し
く
は
コ
ツ
ク
を
閉
止
し
、
又
は
閉
止
板
を
施
す
こ
と
。 

二 

前
号
に
よ
り
閉
止
し
た
バ
ル
ブ
若
し
く
は
コ
ツ
ク
又
は
施
し
た
閉
止
板

に
は
施
錠
を
し
、
こ
れ
ら
を
開
放
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
見
や
す
い
箇
所

に
表
示
す
る
こ
と
。 

２ 

事
業
者
は
、
不
活
性
気
体
を
送
給
す
る
配
管
の
バ
ル
ブ
若
し
く
は
コ
ツ
ク

又
は
こ
れ
ら
を
操
作
す
る
た
め
の
ス
イ
ツ
チ
、
押
し
ボ
タ
ン
等
に
つ
い
て
は

、
こ
れ
ら
の
誤
操
作
に
よ
る
不
活
性
気
体
の
漏
出
を
防
止
す
る
た
め
、
配
管

内
の
不
活
性
気
体
の
名
称
及
び
開
閉
の
方
向
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

（
新
設
） 



  

  
（
空
気
の
稀
薄
化
の
防
止
） 

第
二
十
三
条 

事
業
者
は
、
そ
の
内
部
の
空
気
を
吸
引
す
る
配
管
（
そ
の
内
部

の
空
気
を
換
気
す
る
た
め
の
も
の
を
除
く
。
）
に
通
ず
る
タ
ン
ク
、
反
応
塔

そ
の
他
密
閉
し
て
使
用
す
る
施
設
又
は
設
備
の
内
部
に
お
け
る
作
業
に
労
働

者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
労
働
者
が
作
業
に
従
事
す
る
間
、
当
該
施
設
又

は
設
備
の
出
入
口
の
蓋
又
は
扉
が
締
ま
ら
な
い
よ
う
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

請
負
人
が
作
業
に
従
事
す
る
間
（
労
働
者
が
作
業
に
従
事
す
る
と
き
を
除
く

。
）
、
同
項
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

 

（
空
気
の
稀
薄
化
の
防
止
） 

第
二
十
三
条 

事
業
者
は
、
そ
の
内
部
の
空
気
を
吸
引
す
る
配
管
（
そ
の
内
部

の
空
気
を
換
気
す
る
た
め
の
も
の
を
除
く
。
）
に
通
ず
る
タ
ン
ク
、
反
応
塔

そ
の
他
密
閉
し
て
使
用
す
る
施
設
又
は
設
備
の
内
部
に
お
け
る
作
業
に
労
働

者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
労
働
者
が
作
業
を
し
て
い
る
間
、
当
該
施
設
又

は
設
備
の
出
入
口
の
ふ
た
又
は
扉
が
締
ま
ら
な
い
よ
う
な
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 

 

（
ガ
ス
配
管
工
事
に
係
る
措
置
） 

第
二
十
三
条
の
二 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

事
業
者
は
、
第
一
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は

、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

第
一
項
第
一
号
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
す
る
こ
と
。 

二 

請
負
人
が
作
業
に
従
事
す
る
間
（
労
働
者
が
作
業
に
従
事
す
る
と
き
を

除
く
。
）
、
作
業
を
行
う
場
所
の
空
気
中
の
酸
素
の
濃
度
を
十
八
パ
ー
セ

ン
ト
以
上
に
保
つ
よ
う
に
換
気
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
し
、
又
は
請

負
人
に
空
気
呼
吸
器
等
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
こ
と

。 

４ 

（
略
） 

 

 

（
ガ
ス
配
管
工
事
に
係
る
措
置
） 

第
二
十
三
条
の
二 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

（
新
設
） 

       
３ 

（
略
） 

 

（
設
備
の
改
造
等
の
作
業
） 

第
二
十
五
条
の
二 

事
業
者
は
、
し
尿
、
腐
泥
、
汚
水
、
パ
ル
プ
液
そ
の
他
腐

敗
し
、
若
し
く
は
分
解
し
や
す
い
物
質
を
入
れ
て
あ
り
、
若
し
く
は
入
れ
た

こ
と
の
あ
る
ポ
ン
プ
若
し
く
は
配
管
等
又
は
こ
れ
ら
に
附
属
す
る
設
備
の
改

造
、
修
理
、
清
掃
等
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
設
備
を
分
解
す
る

 

（
設
備
の
改
造
等
の
作
業
） 

第
二
十
五
条
の
二 

事
業
者
は
、
し
尿
、
腐
泥
、
汚
水
、
パ
ル
プ
液
そ
の
他
腐

敗
し
、
若
し
く
は
分
解
し
や
す
い
物
質
を
入
れ
て
あ
り
、
若
し
く
は
入
れ
た

こ
と
の
あ
る
ポ
ン
プ
若
し
く
は
配
管
等
又
は
こ
れ
ら
に
附
属
す
る
設
備
の
改

造
、
修
理
、
清
掃
等
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
設
備
を
分
解
す
る



  

 

作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 
作
業
を
行
う
設
備
か
ら
硫
化
水
素
を
確
実
に
排
出
し
、
か
つ
、
当
該
設

備
に
接
続
し
て
い
る
す
べ
て
の
配
管
か
ら
当
該
設
備
に
硫
化
水
素
が
流
入

し
な
い
よ
う
バ
ル
ブ
、
コ
ッ
ク
等
を
確
実
に
閉
止
す
る
こ
と
。 

四 

前
号
に
よ
り
閉
止
し
た
バ
ル
ブ
、
コ
ッ
ク
等
に
は
、
施
錠
を
し
、
こ
れ

ら
を
開
放
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
、
又
は
監
視

人
を
置
く
こ
と
。 

五 

（
略
） 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
（
労

働
者
が
当
該
作
業
に
従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し

、
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
す
る

と
と
も
に
、
同
項
第
五
号
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し

、
換
気
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

作
業
を
行
う
設
備
か
ら
硫
化
水
素
を
確
実
に
排
出
し
、
か
つ
、
当
該
設

備
に
接
続
し
て
い
る
す
べ
て
の
配
管
か
ら
当
該
設
備
に
硫
化
水
素
が
流
入

し
な
い
よ
う
バ
ル
ブ
、
コ
ツ
ク
等
を
確
実
に
閉
止
す
る
こ
と
。 

四 

前
号
に
よ
り
閉
止
し
た
バ
ル
ブ
、
コ
ツ
ク
等
に
は
、
施
錠
を
し
、
こ
れ

ら
を
開
放
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
、
又
は
監
視

人
を
置
く
こ
と
。 

五 

（
略
） 

（
新
設
） 

 

 
 




